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及
び
稲
築
老
人
憩
の
家
条

例
を
廃
止
す
る
条
例

　
稲
築
社
会
福
祉
セ
ン

タ
ー
及
び
稲
築
老
人
憩
の

家
に
つ
い
て
、老
朽
化
に
伴

い
、公
の
施
設
と
し
て
の
用

途
を
廃
止
す
る
た
め
、提
案

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
執
行
部
よ
り
、稲
築
社
会

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、昭
和

50
年
の
建
設
か
ら
本
年
で

48
年
が
経
過
し
て
い
る
。

稲
築
老
人
憩
の
家
は
、昭
和

55
年
の
建
設
か
ら
本
年
で

43
年
が
経
過
し
て
い
る
。両

施
設
と
も
老
朽
化
が
著
し

く
、改
修
に
は
膨
大
な
費
用

を
要
し
、維
持
管
理
が
困
難

な
状
況
で
あ
る
。　

　
両
施
設
は
嘉
麻
市
個
別

施
設
見
直
し
計
画
に
お
い

て
用
途
廃
止
・
解
体
の
方
針

と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、嘉

麻
市
に
は
類
似
し
た
施
設

が
５
施
設
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
施
設
の
廃
止
条
例
を
提

案
す
る
も
の
で
あ
る
と
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
な
お
、施
設
廃
止
は
令
和

７
年
４
月
１
日
と
し
、令
和

６
年
度
中
に
施
設
廃
止
に

関
す
る
周
知
を
実
施
予
定
。

ま
た
、廃
止
に
伴
う
施
設
の

解
体
等
に
つ
い
て
は
、合
併

特
例
事
業
債
等
の
有
利
な

財
源
を
活
用
す
る
と
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

要
望
　
施
設
廃
止
後
に
、施

設
に
行
っ
た
が
施
設
が
開

い
て
い
な
い
よ
う
な
事
態

が
発
生
し
な
い
よ
う
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
の
修
正
を
し
、

周
知
を
し
て
も
ら
い
た
い
。

※

　
審
査
の
結
果
、全
会

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
、全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
会
計
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
本
市
特
別
会
計
条
例
第

１
条
に
工
業
団
地
整
備
事

業
特
別
会
計
を
第
５
号
と

し
て
加
え
る
た
め
、特
別

会
計
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
た
め
提
案
さ
れ
た
も

の
で
す
。

　
執
行
部
よ
り
、嘉
麻
市

工
業
団
地
整
備
事
業
に
つ

い
て
、昨
年
末
に
執
行
部

で
事
業
化
を
決
定
し
た
。

令
和
６
年
度
に
そ
の
実
行

予
算
を
上
程
す
る
こ
と
に

し
、起
債
等
の
財
源
調
整

を
行
う
た
め
、県
と
協
議

を
し
た
。そ
の
結
果
、特
別

会
計
の
設
置
が
必
須
と
な

り
、本
議
案
の
提
案
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

　
本
特
別
会
計
に
お
い
て

令
和
６
年
度
に
計
上
す
る

歳
出
予
算
は
、用
地
購
入
費

と
測
量
等
の
設
計
委
託
料

で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

【
主
な
質
疑
応
答
】

質
　
工
業
団
地
整
備
計
画

は
賛
成
。し
か
し
、工
業
団

地
完
成
後
、本
市
に
企
業
が

来
な
か
っ
た
場
合
を
想
定

し
た
う
え
で
、財
政
課
と
打

合
せ
を
行
っ
て
い
る
か
。

答
　
歳
入
を
生
む
施
設
の

整
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と

を
、財
政
課
と
も
協
議
の
上
、

工
業
団
地
整
備
検
討
会
議

の
中
に
お
い
て
機
関
決
定

を
し
た
。市
長
が
事
業
化
の

最
終
決
定
を
行
っ
た
。

討
論
　
令
和
４
年
度
の
嘉

麻
市
の
財
政
状
況
は
危
機

的
な
状
況
で
あ
る
。こ
の
ま

ま
の
財
政
運
営
を
続
け
る

と
赤
字
再
生
団
体
に
な
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
、市
民
生

活
に
多
大
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。嘉
麻
市
の

経
常
収
支
比
率
を
改
善
し

た
上
で
、優
先
順
位
を
付
け

て
提
案
す
べ
き
で
あ
り
、本

案
に
反
対
で
あ
る
。

※

　
審
査
の
結
果
、全
会

一
致
で
否
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
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成
少
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で
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決
と
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し
た
。
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団
員
の
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の
居
住
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る

範
囲
を
市
内
か
ら
飯
塚
市
、

桂
川
町
に
広
げ
る
。　
　
　

　
ま
た
、そ
の
他
の
地
域
に

お
い
て
、団
長
が
消
防
団

活
動
が
で
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と
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も
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と
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も
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の
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。
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よ
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が
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れ
、ど
の
よ
う
な
合
意

が
あ
っ
た
の
か
。
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来
飯
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市
、桂
川

町
の
在
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者
で
も
消
防
団

に
入
る
こ
と
は
で
き
る
。

　
し
か
し
、嘉
麻
市
の
消

防
団
員
が
飯
塚
市
に
移
住

し
て
も
、そ
こ
の
消
防
団

に
入
る
か
と
い
う
と
な
か

な
か
入
ら
な
い
。

　
結
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と
し
て
、飯
塚
市
、

桂
川
町
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麻
市
で
消
防
団
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が
１
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欠
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に
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る
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か
ら
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市
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桂
川
町
、嘉
麻
市
で
団
員
を

減
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い
た
め
の
取
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み
で
あ
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。ま
た
、両
自

治
体
か
ら
も
了
承
を
得
ら

れ
て
い
る
。
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佐伯 憲子

委員
田中 義幸

総務財政委員会
歯止めなるか、団員減少

解体。やむなしか

推進と延期、議論伯仲

▲稲築老人憩の家

委員長
廣方　悟

副委員長
豊田 一元

6議会だより　かまし（72号）7 議会だより　かまし（72号）




